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令和２年度 大牟田市教育委員会８月定例会会議録 

 

１．日 時 

  令和２年８月５日（水） 

 開会１４時００分   閉会１５時１３分 

２．場 所 

  大牟田市庁舎北別館４階 第２会議室 

３．出席者 

教育長：安田 昌則 

委 員：山本 和夫、嶋田 桂子、東 秀樹、笹井 葉子 

４．欠席者 

なし 

５．出席事務局職員 

事務局長 中村 珠美、総務課長 平野 裕二、教育みらい創造室主査 松葉 茂、 

指導室長 小宮 武士、学務課長 黒田 昌幸、学務課主幹 内野 裕昭、 

世界遺産・文化財室長 川地 伸一、世界遺産・文化財室 宮本 博喜、 

市民協働部調整監 冨安 徹、市民協働総務課主査 鳥取 誠、 

地域コミュニティ推進課長 德川 昭彦、地域コミュニティ推進課主査 浦川 一浩、 

地域コミュニティ推進課主査 山田 真理、生涯学習課青少年担当課長 楠 修、 

生涯学習課主幹 加藤 航、生涯学習課主査 草村 康博 

６．傍聴人数 

 ０人 

７．開会の宣告等 

１４時００分、教育長が開会を宣告し、本日の議題について非公開の発議の有無の確

認を行った。事務局長から、議案第６号については大牟田市の該当地区である第九地区

採択協議会の申し合わせにより採択結果は９月１日以降に公表することとしているため、

いずれも非公開とすることが適当である旨の説明がなされた。それを受けて、教育長か

ら、同議案の審議を非公開とすることについて発議がなされ、採決の結果、全員一致で

非公開とすることと決定した。 

 

 

（報告事項） 

１ 学校施設の被害状況について【学務課】 

教育長      学校施設の被害状況について説明をお願いします。 

学務課長     学校施設の被害状況について説明します。 

 

（資料に基づき、以下の内容について説明及び報告） 

・ ７月６日の豪雨により学校施設が受けた被害の状況について、特に被害が大き

かった、みなと小学校、上内小学校、宮原中学校、橘中学校を中心に報告する

もの。 
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教育長       何かご質問・ご意見はありませんか。 

委 員       宮原中学校の法面から民地に流出した土砂による住宅の被害はなか

ったのでしょうか。 

学務課長      敷地内に土砂が流入し、カーポートや物置、住宅の外壁の一部が損

壊しております。 

委 員       わかりました。 

委 員       みなと小学校ほかの被害の概算額は合計でどの程度でしょうか。 

学務課長      現時点での概算ですが、学校施設の被害は、合計で３億４千万円程

度です。 

委 員       みなと小学校の体育館などの床は張り替えることになりますか。 

学務課主幹     床材が広葉樹のため、浸水を受けると膨張し波打つため、写真のよ

うな状況になります。下地から全て交換することになります。 

委 員       補修して使えるようになるのはいつ頃になる見込みですか。 

学務課主幹     卒業式には間に合わせたいと考えておりまして、２月中旬頃を見込

んでいます。 

委 員       わかりました。 

教育長       他にありませんか。 

          無いようでしたら、ご理解いただいたものと考えてよろしいですか。 

          （承諾する旨の声あり） 

 

 

２ 国登録有形文化財（建造物）の登録について【世界遺産・文化財室】 

教育長      国登録有形文化財（建造物）の登録について説明をお願いします。 

世界遺産・文化財室長   国登録有形文化財（建造物）の登録について説明します。 

 

（資料に基づき、以下の内容について説明及び報告） 

・ 国（文化庁）の文化審議会は、７月１７日に開催された同審議会文化財分科会

の審議・議決を経て、新たに１９６件の建造物を登録するよう文部科学大臣に

答申した。その中に、本市に所在する「古賀家住宅主屋」が含まれていた。 

・ 官報告示を経て、登録有形文化財（建造物）となる見込みであり、これにより

本市の国登録有形文化財（建造物）は合計で４件となる。 

 

教育長       何かご質問・ご意見はありませんか。 

委 員       この住宅の今後の管理体制はどうなりますか。また、一般公開の予

定はありますか。 

世界遺産・文化財室長    この住宅を建築した古賀喜太郎氏の娘さんが現在の所有者で、同氏

のお孫さんが管理をされています。個人の所有・管理であるため、通

常は非公開ですが、今回の登録をきっかけに、機会があれば、日程を

区切っての一般公開についても協力したいと管理者の方は仰っていま
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す。 

委 員       登録後の維持・管理の費用はどうなりますか。 

世界遺産・文化財室長    登録有形文化財について、通常の維持・管理に対する国からの補助

はありませんが、不特定多数の人に公開するための改修費用や、一般

公開する前提での耐震改修を行う場合などには補助があります。 

委 員       わかりました。 

教育長       他にありませんか。 

          無いようでしたら、ご理解いただいたものと考えてよろしいですか。 

          （承諾する旨の声あり） 

 

 

３ 大牟田市社会教育委員の委嘱について（臨時代理）【地域コミュニティ推進課】 

教育長       大牟田市社会教育委員の委嘱について（臨時代理）について説明を

お願いします。 

地域コミュニティ推進課長  大牟田市社会教育委員の委嘱について（臨時代理）について説明し

ます。 

 

（資料に基づき、以下の内容について説明及び報告） 

・ 空席となっていた社会教育委員１名について、候補者の推薦を依頼していた校

区コミュニティ連絡協議会からの推薦書が７月１７日に提出され、被推薦者本

人からの承諾書が７月２１日に提出されたが、７月２９日に開催する今年度第

１回の社会教育委員の会議において「地区公民館の在り方の検討」など重要な

案件を協議することとしていたことから、それまでに委嘱を行い、会議への出

席を依頼する必要があった。以上のように、緊急を要し、教育委員会会議を招

集する暇がなかったため、委嘱について教育長が臨時に代理したもの。 

 

教育長       何かご質問・ご意見はありませんか。 

          無いようでしたら、ご理解いただいたものと考えてよろしいですか。 

          （承諾する旨の声あり） 

 

 

４ 地区公民館の臨時休館について【地域コミュニティ推進課】 

教育長       地区公民館の臨時休館について説明をお願いします。 

地域コミュニティ推進課長  地区公民館の臨時休館について説明します。 

 

（資料に基づき、以下の内容について説明及び報告） 

・ 三川地区公民館と駛馬地区公民館は、７月６日の豪雨により甚大な被害を受け

たため、復旧するまでの期間を臨時休館とするもの。 

 

教育長       何かご質問・ご意見はありませんか。 
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委 員       駛馬地区公民館のプレイホールとは、向かって左側の体育館のよう

な所ですか。 

地域コミュニティ推進課長  はい、そうです。 

委 員       あれが床上４０ｃｍも浸水したのですか。わかりました。 

教育長       他にありませんか。 

          無いようでしたら、ご理解いただいたものと考えてよろしいですか。 

          （承諾する旨の声あり） 

 

 

５ 社会教育施設の被害状況について【地域コミュニティ推進課】 

教育長       社会教育施設の被害状況について説明をお願いします。 

市民協働部調整監  社会教育施設の被害状況について説明します。 

 

（資料に基づき、以下の内容について説明及び報告） 

・ 各地区公民館、三池カルタ・歴史資料館等複合施設及び多目的活動施設リフレ

スおおむたが７月６日の豪雨により受けた被害の状況について報告するもの。 

 

教育長       何かご質問・ご意見はありませんか。 

          無いようでしたら、ご理解いただいたものと考えてよろしいですか。 

          （承諾する旨の声あり） 

 

 

（審議事項） 

議案第６号  令和３年度使用中学校教科用図書の採択について【指導室】 

 ≪大牟田市教育委員会会議規則第３条ただし書きの規定により非公開≫ 

 

 

議案第７号  令和元年度の教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況について

の点検及び評価（令和２年度版「大牟田の教育」）について【教育みらい創造室】 

教育長      令和元年度の教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況につ

いての点検及び評価（令和２年度版「大牟田の教育」）について説明を

お願いします。 

教育みらい創造室主査   令和元年度の教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況につ

いての点検及び評価（令和２年度版「大牟田の教育」）について説明し

ます。 

 

（資料に基づき、以下の内容について説明） 

・ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条に基づき、今年度も、令和

元年度における教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況について

の点検及び評価を行うもので、その内容を冊子（令和２年度版「大牟田の教育」）
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にまとめたので、冊子のとおりとしてよいか審議を求めるもの。 

・ 後日、福岡教育大学の石丸哲史教授から、点検・評価に係る学識経験者意見書

が提出される予定であり、次回の会議で報告する。また、この点検・評価につ

いては、８月末頃、法の定めにより、学識経験者意見書と併せ、市議会市民教

育厚生委員会に報告する。その後、１０月中～下旬に令和２年度版「大牟田の

教育」の冊子を、委員をはじめ、市立学校、関係機関等に配布する予定。 

 

教育長      何かご質問・ご意見はありませんか。 

無いようでしたら、原案のとおり承認してよろしいですか。 

         （承認する旨の声あり） 

      それでは承認します。 

       

教育長      その他にご意見、ご質問はありませんか。 

         無いようでしたら、以上で８月定例会を終わります。 

 

閉会１５時１３分 


